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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直管蛍光ランプ形状を有し、複数のＬＥＤ素子を配置したＬＥＤランプ部と、
　前記ＬＥＤランプ部の両端にそれぞれ備えられ、直管型蛍光灯灯具のソケットに取り付
け可能な支持ピンを備えた一対のエンドキャップ部と、
　電源からの電力線に接続された電源コネクターを接続可能な本体コネクター部と、
を有するＬＥＤ照明装置と、
　電源からの電力線に接続され、前記ＬＥＤ照明装置の本体コネクター部に接続可能な電
源コネクターを有する直管型蛍光灯灯具と、
を有するＬＥＤ照明システム。
【請求項２】
　前記本体コネクター部は、前記一対のエンドキャップ部のうちの一方の近傍に備えられ
ていることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明システム。
【請求項３】
　前記ＬＥＤランプ部の前記複数のＬＥＤ素子のそれぞれは、直管軸方向に並べられると
ともに、直管軸に垂直な方向で隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるように斜めに配置され
ることを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥＤ照明システム。
【請求項４】
　前記エンドキャップ部は、互いに独立して回動可能に取り付けられている二つの部材か
ら構成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一に記載のＬＥＤ照明シス
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テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明装置に関し、特に、既設の直管型蛍光灯灯具にそのまま取り付け
可能なＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、蛍光灯に代わってＬＥＤランプが急速に普及しつつある。ＬＥＤランプは、蛍光
灯に比べて消費電力が少なく、寿命も長いといった長所がある。また、このＬＥＤランプ
を取り付ける際に、既設の蛍光灯灯具をそのまま用いて、ランプだけを蛍光ランプからＬ
ＥＤランプに交換するだけでＬＥＤ照明装置として設置することを可能にしたものも見ら
れる。例えば特許文献１には、蛍光管のワット数に応じた規定の長さに設定され、蛍光管
を取り外してそのまま既設の蛍光灯器具に簡単に取付けることができる蛍光灯型ＬＥＤ照
明装置が開示されている（特許文献１参照）。このような蛍光灯代替型のＬＥＤ照明装置
は、既設の蛍光灯器具をそのまま有効利用するものであるため、比較的簡単な工事で設置
することができ、設置費用も安価ですみ、資源の無駄遣いを防ぐことができるものであり
、また、それまでの蛍光灯のときの部屋の雰囲気を維持することができるといった長所が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１‐３５１４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、蛍光灯には、一般に、ランプ電流値を制御するとともにランプの点灯に必要
な始動電圧と電極に適正な予熱電圧を供給するための安定器が備えられている。例えば、
ラピッドスタート型の蛍光灯の場合、始動補助導体を持ったラピッドスタート形ランプと
、予熱巻線を備えた電磁安定器の一種であるラピッド安定器との組み合わせによりランプ
の点灯を行うようにしている。また、インバータ式の蛍光灯の場合、高周波点灯用の電子
式安定器を用いたインバータ回路によりランプの点灯を行うようにしている。
【０００５】
　しかしながら、従来の蛍光灯型ＬＥＤ照明装置は、単に蛍光ランプをＬＥＤランプに交
換するだけであり、ＬＥＤランプを従来の蛍光灯灯具に電気的に接続して使用するもので
あるため、蛍光灯灯具に備えられた安定器をそのまま使用して点灯動作等を行うものとな
っていた。このため、ＬＥＤ照明装置自体に備えられているＡＣ／ＤＣコンバーターと蛍
光灯灯具の安定器とが重畳的に作用することにより火災事故などを引き起こすおそれがあ
り、この結果、電気用品安全法（いわゆるＰＳＥ法）に基づく技術基準をクリアすること
も困難であった。また、かかる火災事故などが発生した場合に、その原因が特定しにくい
ことから、責任の所在が不明確になるという問題もあった。さらに、かかる安全上の問題
のほかにも、蛍光灯灯具の安定器自体も７－１１Ｗ程度の電力を消費するため、無駄に電
力を消費してしまうという問題やせっかく長寿命のＬＥＤランプを取り付けても安全器自
体の寿命により故障の原因となりやすいといった問題があった。
【０００６】
　このような安全上の問題や消費電力の無駄の問題を回避するため、蛍光ランプからＬＥ
Ｄランプへの交換に際して、蛍光灯灯具に備えられた安定器を取り外すという方法が用い
られることもあった。しかし、この方法は、工事に手間と費用がかかり、特に一般家庭で
は簡単に行うことができないという問題があった。このような問題点は、比較的簡単な工
事で設置することができ設置費用も安価ですむという折角の蛍光灯代替型ＬＥＤ照明装置
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の長所を減殺するものであり、ＬＥＤ照明装置の一般家庭への普及の妨げともなりかねな
いものである。
【０００７】
　そこで、本発明の解決すべき課題は、蛍光灯からＬＥＤ照明装置への換装に際し、比較
的簡単な工事で設置することができ、設置費用も安価ですみ、資源の無駄遣いを防ぐこと
もできることに加え、それまでの蛍光灯のときの部屋の雰囲気を維持することができると
いった長所を維持した上で、さらに安全上の問題や消費電力の無駄の問題を回避すること
ができるＬＥＤ照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、第一の発明は、直管蛍光ランプ形状を有し、複数のＬＥＤ
素子を配置したＬＥＤランプ部と、前記ＬＥＤランプ部の両端にそれぞれ備えられ、直管
型蛍光灯灯具のソケットに取り付け可能な支持ピンを備えた一対のエンドキャップ部と、
電源からの電力線に接続された電源コネクターを接続可能な本体コネクター部とを有する
ＬＥＤ照明装置を提供する。
【０００９】
　また、第二の発明は、第一の発明を基礎として、前記本体コネクター部は、前記一対の
エンドキャップ部のうちの一方の近傍に備えられていることを特徴とするＬＥＤ照明装置
を提供する。
【００１０】
　また、第三の発明は、第一または第二の発明を基礎として、前記ＬＥＤランプ部の前記
複数のＬＥＤ素子のそれぞれは、直管軸方向に並べられるとともに、直管軸に垂直な方向
で隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるように斜めに配置されることを特徴とするＬＥＤ照
明装置を提供する。
【００１１】
　さらに、第四の発明は、第一から第三のいずれか一の発明を基礎として、前記エンドキ
ャップ部は、互いに独立して回動可能に取り付けられている二つの部材から構成されてい
ることを特徴とするＬＥＤ照明装置を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、蛍光灯からＬＥＤ照明装置への換装に際し、比較的簡単な工事で設置す
ることができ、設置費用も安価ですみ、資源の無駄遣いを防ぐこともできることに加え、
それまでの蛍光灯のときの部屋の雰囲気を維持することができるといった長所を維持した
上で、さらに安全上の問題や消費電力の無駄の問題を回避することができるＬＥＤ照明装
置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例１に係るＬＥＤ照明装置の形状の一例を示す斜視図
【図２Ａ】図１の分解斜視図
【図２Ｂ】実施例１に係るＬＥＤ照明装置の形状の一例を示す斜視図
【図２Ｃ】実施例１に係るＬＥＤ照明装置の形状の一例を示す斜視図
【図３】実施例１のＬＥＤ照明装置のエンドキャップ部の形状の一例を示す図
【図４】ＬＥＤ照明装置における電力供給経路の一例を示す概念図
【図５】実施例２のＬＥＤランプ部のＬＥＤ素子の配置の一例を示す斜視図
【図６】実施例３のＬＥＤランプ照明装置のＬＥＤランプ部とエンドキャップ部の取り付
け部分の形状の一例を示す図
【符号の説明】
【００１４】
０１００　　　ＬＥＤ照明装置
０１１０　　　ＬＥＤランプ部
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０１１１　　　管体
０１１２　　　上側半体
０１１３　　　下側半体
０１２０ａ　　エンドキャップ部（本体コネクター部側）
０１２０ｂ　　エンドキャップ部（本体コネクター部側でない方の側）
０１２２　　　支持ピン
０１２３　　　切欠き部
０１３０　　　本体コネクター部（ピン）
０１４０　　　電力線（本体コネクター部からＬＥＤランプ部に至る部分）
０１５０　　　電力線（天井等から電源コネクターに至る部分）
０１６０　　　電源コネクター
０１６０ａ　　ピン受け孔
０２１２ａ　　張り出し部分
０２７０　　　円形状基板
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施例を説明する。実施例と請求項の相互の関係は以下のとおりであ
る。実施例１は主に請求項１、請求項２などに関し、実施例２は主に請求項３などに関し
、実施例３は主に請求項４などに関する。なお、本発明はこの実施例に何ら限定されるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施しうる。
【実施例１】
【００１６】
　<概要>
【００１７】
　本実施例のＬＥＤ照明装置は、直管蛍光ランプ形状を有し、複数のＬＥＤ素子を配置し
たＬＥＤランプ部と、前記ＬＥＤランプ部の両端にそれぞれ備えられ、直管型蛍光灯灯具
のソケットに取り付け可能な支持ピンを備えた一対のエンドキャップ部と、電源からの電
力線に接続された電源コネクターを接続可能な本体コネクター部とを有するＬＥＤ照明装
置である。また、本体コネクター部が前記一対のエンドキャップ部のうちの一方の近傍に
備えられているものも本実施例のＬＥＤ照明装置に含まれる。
【００１８】
　<構成>
【００１９】
　　（照明装置全般）
【００２０】
　図１は、本実施例に係るＬＥＤ照明装置の形状の一例を示す斜視図である。本図に示す
ように、本実施例に係るＬＥＤ照明装置０１００は、ＬＥＤランプ部０１１０と、エンド
キャップ部０１２０と、本体コネクター部０１３０とからなる。
【００２１】
　　（ＬＥＤランプ部）
【００２２】
　ＬＥＤランプ部は、直管蛍光ランプ形状を有し、複数のＬＥＤ素子を配置したものであ
る。本発明において「直管蛍光ランプ」とは、従来型の直管蛍光ランプをいい、より詳細
には、ＪＩＳＣ７６１７－２「直管蛍光ランプ－第２部：性能規定」の２．３．１「デー
タシートのリスト」に規定された直管蛍光ランプをいう。このように本発明におけるＬＥ
Ｄランプ部の形状を従来型の直管蛍光ランプ形状としているのは、かかる従来型の直管蛍
光ランプをとりつけるための直管型蛍光灯灯具にそのまま取り付けることができるように
するためである。即ち、本発明において「直管型蛍光灯灯具」とは、上述のような従来型
の直管蛍光ランプを取り付けて使用することが可能な形状、寸法、機能を有する蛍光灯灯
具をいう。
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【００２３】
　このようにＬＥＤランプ部を直管蛍光ランプ形状を有するものとすることにより、比較
的簡単な工事でＬＥＤ照明装置を設置することができ、設置費用も安価ですみ、資源の無
駄遣いを防ぐこともできる。また、それまでの蛍光灯のときの部屋の雰囲気を維持するこ
ともできるといった蛍光灯代替型ＬＥＤ照明装置の長所を発揮することが可能となる。
【００２４】
　なお、次に述べるように、ＬＥＤランプ部の両端には一対のエンドキャップ部が備えら
れ、その支持ピン（直管蛍光ランプの端子に相当）によって従来型の蛍光灯灯具に取り付
けられるように構成されるので、本発明のＬＥＤランプ部の管長はこの一対のエンドキャ
ップ部を含めて従来型の蛍光灯灯具に取り付け可能な寸法に規制される。
【００２５】
　ＬＥＤランプ部の具体的構成は、公知の直管蛍光ランプ形状のＬＥＤランプと同様であ
り、例えば、透明ないし半透明のプラスチック製の円筒形状の管体０１１１の内部に電源
から回路基板を介して給電されて発光する複数のＬＥＤ素子を、回路基板上にアレイ状に
配置する。円筒形状の管体は上述のように単一素材のものであってもよいが、例えば、上
側半体をアルミニウムなどの金属製、下側半体をポリカーボネイトなどのプラスチック製
にするといったように異なる素材を組み合わせたものであってもよい。図１に示したもの
はこの例であり、管体０１１１は金属製の上側半体０１１２とプラスチック製の下側半体
０１１３を組み合わせたものである。この例の場合には、上側半体に金属製素材を用いる
ことで、管体の強度を増すことや、金属製部分を回路基板に接触させることで、発光に伴
い発生する熱を回路基板から金属製部分に伝導させて放熱効果を高めることができる。
【００２６】
　また、従来のＬＥＤ照明装置と同様、本発明のＬＥＤ照明装置にも、ＡＣ／ＤＣコンバ
ーター、コンデンサーなどが備えられ、電源から入力された電力は、ＡＣ／ＤＣコンバー
ターによって直流に変換され、コンデンサーによって平滑化されて各ＬＥＤ素子に供給さ
れる。ＡＣ／ＤＣコンバーターなどの配置場所は適宜設計されればよいが、例えば、ＬＥ
Ｄランプ部を構成する管体の内部（例えば図１に示される上側半体内）に配置される。
【００２７】
　なお、図１に示したＬＥＤランプ部の形状はあくまで一例であり、本発明に係るＬＥＤ
ランプ部の形状が本図に示すものに限られないことはいうまでもない。エンドキャップ部
、本体コネクター部の形状についても同様である。これらは他図においても同様である。
【００２８】
　図２Ａは、図１の分解斜視図である。説明の便宜上、図１で右側に現れるエンドキャッ
プ部０１２０ｂの図示は省略した。本図においてＬＥＤランプ部０２１０を構成する管体
０２１１は、金属製の上側半体０２１２と、プラスチック製の下側半体０２１３とに分割
されている。両半体は、例えば接着剤で接合される。また、本図に示す例では、管体の金
属製部分が内側への張り出し部分０２１２ａを備えており、この部分で回路基板（図示を
省略）に接触することで、放熱効果を高めることを可能にしている。
【００２９】
　ＬＥＤランプ部とエンドキャップ部との接合も例えば接着剤を用いればよい。あるいは
、ＬＥＤランプ部とエンドキャップ部が独立して回動可能になるようにしてもよい。
【００３０】
　さらに、本図に示すように、ＬＥＤランプ部０２１０とエンドキャップ部０２２０ａと
の間に、例えばポリ塩化ビフェニールなどのプラスチックを素材とする円形状基板０２７
０を介在させて両者を接合するようにしてもよい。かかる基板を介在させることで、上述
のようにＬＥＤランプ部とエンドキャップ部が独立して回動可能になるようにした場合に
、電力線の回路基板との接触部分が断線しにくくなるという効果がある。
【００３１】
　　（エンドキャップ部）
【００３２】
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　図１に戻り、エンドキャップ部０１２０ａ、０１２０ｂは、前記ＬＥＤランプ部の両端
にそれぞれ備えられ直管型蛍光灯灯具のソケットに取り付け可能な支持ピンを備えたもの
である。エンドキャップ部の第一の目的は、ＬＥＤランプを従来型の蛍光灯灯具にそのま
ま取り付けることができるようにすることにある。従って、エンドキャップ部は、ＬＥＤ
ランプとほぼ同一の管径を有する円筒形状の部材であり、その長さは、当該エンドキャッ
プを両端に備えたＬＥＤランプ部を従来型の蛍光灯灯具にそのまま取り付けることができ
る長さに規制される。エンドキャップ部の材質に特に限定はないが、例えば金属製のもの
が用いられる。
【００３３】
　一対のエンドキャップ部のそれぞれの外側（従来型の蛍光灯灯具のソケット側）の端部
には支持ピン０１２２が備えられる。この支持ピンは直管型蛍光灯灯具のソケットにＬＥ
Ｄランプ部およびエンドキャップ部をそのまま取り付けることを可能にするためのもので
ある。即ち、この支持ピンは、公知の蛍光灯型ＬＥＤ照明装置における従来型の蛍光灯灯
具のソケットに電気的に接続するために備えられる端子に相当するものである。従って、
支持ピンの寸法・形状は、従来型の蛍光灯灯具のソケットに取り付け可能な寸法・形状を
有するものであり、具体的にはＪＩＳＣ７６０１「蛍光ランプ（一般照明用）」に規定さ
れたＧ１３に係る口金が該当する。ただし、公知の蛍光灯型ＬＥＤ照明装置の端子との違
いは、支持ピンは従来型の蛍光灯灯具のソケットに電気的に接続されるのではなく、単に
従来型の蛍光灯灯具をＬＥＤランプ部を保持するための支持具として利用するために接続
されるのにすぎない点にある。
【００３４】
　エンドキャップ部の第二の目的は、特に、本体コネクター部から回路基板に至る電力線
の一部をその内部に収納してこれを保護することにある。この目的は、特に本体コネクタ
ー部が一対のエンドキャップ部のうちの一方の近傍に備えられている場合に典型的に現れ
るものである。かかる目的のため、エンドキャップ部は内部に電力線の一部を収納するた
めのスペースを有していることが望ましい。この場合、別図を用いて後述するように、本
体コネクター部を構成するピンが、例えばエンドキャップ部の壁面に埋め込まれる形で立
設され、エンドキャップ部の内壁面側に現れる当該ピンの頭頂部（ピン頭）に接続された
電力線が、エンドキャップ部内部のスペース内に展張され、さらにエンドキャップ部とＬ
ＥＤランプ部との接続部分の開口部分を介してＬＥＤランプ部の回路基板に至ることにな
る。
【００３５】
　また、エンドキャップ部が互いに独立して回動可能に取り付けられている二つの部材か
ら構成されていてもよい。かかる場合の具体的な構成及びその目的については、別の実施
例にて後述する。
【００３６】
　また、本体コネクター部を一対のエンドキャップ部のうちの一方の近傍に備える場合、
図１、図２Ａの例に示したように、当該一方のエンドキャップ部（便宜上エンドキャップ
部（本体コネクター部側）といい、図１では、左側に現れるエンドキャップ部０１２０ａ
がこれに相当する）には、同図に示すように上端付近に切欠き部０１２３が設けられてい
てもよい。この切欠き部は、本体コネクター部０１３０を構成する一対のピンを立設する
ためのスペースを提供するとともに、本体コネクター部を電源コネクターに接続する際に
電源コネクターをぴったりと嵌め込むことができるためのスペースを提供するためのもの
である。かかる構成の詳細およびその効果については、後述の本体コネクター部の説明の
中で改めて述べる。
【００３７】
　なお、図２Ａに示したようにＬＥＤランプ部とエンドキャップ部との間に上述の円形状
基板０２７０を介在させる場合には、電力線は、この基板に設けられた小孔０２７０ａを
介して回路基板に導かれることになる（図２Ａでは小孔の形状をわかりやすく示すため、
一方の孔にのみ貫通する電力線０２４０を図示した）。
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【００３８】
　図３は本実施例のＬＥＤ照明装置のエンドキャップ部の形状の一例を示す図であって、
図２Ａに現れるエンドキャップ部（本体コネクター部側）０２２０ａを同図の概ね右側や
や下方向からみた斜視図である。本図に現れているように、エンドキャップ部０３２０の
内部には電力線を収納するためのスペース０３２１が設けられ、ここにエンドキャップ部
の切欠き部０３２３（本図ではエンドキャップ部を内側から見ているので、エンドキャッ
プ部のスペース内に張り出した蒲鉾型の張出し部分として現れる）に立設された本体コネ
クター部の一対のピン０３３０（本図にはエンドキャップ部の内壁面に埋め込まれたピン
頭の頂面が現れる）にそれぞれ接続された電力線の一部０３４０が収納されている。図示
は省略したが、この電力線はエンドキャップ部の開口部（本図では上端面に現れている略
円形の開口部分）からＬＥＤランプ部へと導かれる（なお、実際には本図に現れるべき図
１に示した支持ピン０１２２のピン頭部分の図示は、煩雑を避けるために省略した）。
【００３９】
　　（本体コネクター部）
【００４０】
　再び図１に戻り、本体コネクター部０１３０は、電源から電力を入力するためのもので
ある。電源からの電力の入力は、典型的には一次電源からの電力の入力であり、天井や壁
などの電灯線（電力線）から直に電力を取り入れるという意味である。このため、本図の
例でも、本体コネクター部は、一次電源から天井や壁などを介して引き出された電力線０
１５０に接続された電源コネクター０１６０を接続可能に構成されている。ただし、本体
コネクター部は、例えば停電などの際にバッテリーから電力を入力するためのものでもあ
ってよい。
【００４１】
　本体コネクター部は、電源コネクターとともに一対のコネクターのそれぞれの一方を構
成するものである。本体コネクター部と電源コネクターの接続のしかたは、両者が電気的
に接続されるものであれば特に限定はないが、例えば、一方が一対のピンを備えた雌コネ
クターであり、もう一方がこれに対応するピン受け孔を備えた雄コネクターであるものが
考えられる。この場合には、本体コネクター部が雌コネクターであり、電源コネクターが
雄コネクターであることが望ましい。なぜなら、このようにすることで、取り付け作業時
などにおける感電のおそれ等を防いで安全性を高めることができるとともに、わざわざＬ
ＥＤ照明装置の本体側にコネクター用のスペースを設ける必要がないからである。
【００４２】
　前述のように、従来の蛍光灯型ＬＥＤ照明装置とは異なり、本発明では蛍光灯灯具のソ
ケットからは電力が入力されないが、これに代えてこの本体コネクター部を介して電源か
ら直接電力が入力される。このように電源から直接電力を入力するため、蛍光灯灯具に備
えられた安定器を介さずに給電が行われることになる。従って、ＬＥＤランプ自体に備え
られているＡＣ／ＤＣコンバーターと蛍光灯灯具の安定器が重畳的に作用することにより
火災事故などを引き起こすおそれを回避することができる。また、それゆえにわざわざ蛍
光灯灯具の安定器を取り外す必要もなくなる。
【００４３】
　電源からの入力は、典型的には、ホット側、コールド側の双方からの電力線に接続され
た単一の電源コネクターに対して単一のソケットを接続することで行われる。このように
することで、本体コネクター部の配置位置を一対のエンドキャップ部のうちの一方の近傍
に備えるように構成することができる。これにより、例えば本体コネクター部をエンドキ
ャップ部から引き出された電力線の先に取り付ける場合においては、エンドキャップ部か
ら露出する電力線の長さを短くすることができるので、ＬＥＤ照明装置への換装作業が容
易になり、また、見た目もすっきりさせることが可能となる。
【００４４】
　本体コネクター部の形状には特に限定はなく、例えば、単にエンドキャップ部に設けた
小孔から引き出された二本の電力線の先端にホット側、コールド側それぞれの端子を取り
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付けただけのものであってもよい。ただし、好適な一例としては、図１、２に示した例の
ように、エンドキャップ部の上端付近に切欠き部を設け、ここに本体コネクター部を構成
する一対のピンを立設するようにしたものが考えられる。この場合には、本体コネクター
部を電源コネクターに接続する際には、電源コネクターがエンドキャップ部の当該切欠き
部にぴったりと嵌め込まれる。このため、切欠き部の形状、寸法と電源コネクターの形状
、寸法は、互いにぴったりと嵌まり合う形状、寸法に設計される。さらに言えば、この形
状は、電源コネクターをエンドキャップ部の切欠き部に嵌め込んだときに、ＬＥＤランプ
部、エンドキャップ部、電源コネクターを合わせた全体の形状が直管蛍光ランプ形状にな
るようなもの（平たく言えば、電源コネクターは円筒形状のエンドキャップ部から一部を
切り取った形状であるもの）が望ましい。
【００４５】
　図２Ａの例に即して言えば、電源コネクター０２６０の形状、寸法は、これをエンドキ
ャップ部（本体コネクター部側）０２２０ａの上端付近に設けられた切欠き部０２２３に
嵌め込んだときに、これらを合わせた形状がちょうど一個の円筒の形状になるような形状
、寸法である。また、切欠き部に立設された本体コネクター部を構成するピン０２３０と
、電源コネクターのピン受け孔０２６０ａは、電源コネクターと切欠き部をぴったりと嵌
め込むことができる位置に設けられる。図２Ａにおいて、切欠き部０２２３の上方に描か
れた二点鎖線０２２４は、電源コネクターを切欠き部に嵌め込んだときの電源コネクター
の仮想位置を示しており、電源コネクターとエンドキャップ部（本体コネクター部側）を
合わせた形状がちょうど一個の円筒の形状になることが示されている。
【００４６】
　なお、図示は省略したが、このピン受け孔には、電源からの電力線（天井等から電源コ
ネクターに至る部分）０２５０に接続されたピン受け端子が配置され、本体コネクター部
のピンをピン受け孔に挿入したときに、ピンがピン受け端子に接触することで、電源コネ
クターから本体コネクター部に電力供給がなされるようになっている。
【００４７】
　エンドキャップ部、本体コネクター部（ピン）、電源コネクターの配置、形状、寸法を
このようなものにすれば、エンドキャップ部から露出する電力線を全くなくすことができ
るため、ＬＥＤ照明装置への換装作業がより一層容易になり、また、見た目もさらにすっ
きりさせることが可能となる。
【００４８】
　図２Ｂ、図２Ｃは、本実施例に係るＬＥＤ照明装置の形状の図１とは別の一例を示す斜
視図である（図示の便宜上、図２Ｃは、図１とは逆にエンドキャップ部（本態コネクター
側）が右側に現れる向きに示した）。図１、図２Ａに示したのとは異なる形状の本体コネ
クター部の好適な一例としては、図２Ｂに示すように、エンドキャップ部０２２０ａの切
欠き部０２２３に設けた本体コネクター部０２３０に対して、電源コネクター０２６０を
略左右方向（概ね図に矢印Ａ方向又はＡ´方向で示す方向）から接続するようにしたもの
であってもよい。本図の例では、雄コネクターである電源コネクターを雌コネクターであ
る本体コネクター部に対して太矢印ａに示すように挿入して接続する。あるいは、図２Ｃ
に示すように、エンドキャップ部０２２０ａの切欠き部０２２３に設けた本体コネクター
部０２３０に対して、電源コネクター０２６０を略後方向（概ね図に矢印Ｂ方向で示す方
向）から接続するようにしたものであってもよい。本図の例では、雄コネクターである電
源コネクターを雌コネクターである本体コネクター部に対して太矢印ｂに示すように挿入
して接続する。特に、図２Ｂの例のように電源コネクターを略左右方向から本体コネクタ
ー部に接続するようにした場合は、ＬＥＤ照明装置を蛍光灯灯具に取り付けた後に電源コ
ネクターを本体コネクター部に接続させることができるため、ＬＥＤ照明装置の取付け作
業を一層容易に行うことが可能となる。なお、図１（図２Ａ）、図２Ｂ、図２Ｃに示した
本体コネクター部や電源コネクターの形状、寸法や具体的な配置はあくまで一例であり、
雄コネクターと雌コネクター（好適には本体コネクター部が雌コネクター）を電気的に接
続させることが可能なものであればどのようなものであってもよい。



(9) JP 5187792 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

【００４９】
　　（電力の供給経路）
【００５０】
　以上に説明したように、本発明のＬＥＤ照明装置では、電源から本体コネクター部を介
して入力された電力は、蛍光灯灯具の安定器を介することなく、直接回路基板に供給され
、さらに回路基板上に配置された複数のＬＥＤ素子に供給されてこれらＬＥＤ素子を発光
させるように構成されている。ここで、改めて、本発明における電力の供給経路を従来の
蛍光灯型ＬＥＤ照明装置における電力の供給経路と比較して説明する。
【００５１】
　図４は、ＬＥＤ照明装置における電力供給経路の一例を示す概念図である。このうち図
４（ａ）は本発明のＬＥＤ照明装置における電力供給経路を示し、図４（ｂ）は従来の蛍
光灯型ＬＥＤ照明装置における電力供給経路を示す。図４（ｂ）に示すように、従来の装
置では、ＬＥＤランプ０４１０が蛍光灯灯具のソケット０４７０に電気的に接続される。
このため、一次電源０４００から導入された電力は、蛍光灯灯具に備えられた安定器（図
中に蛍光灯灯具安定器０４８０として表示）を介するとともに、ＬＥＤ照明装置自身が備
えるＡＣ／ＤＣコンバーターなど（図中にＡＣ／ＤＣコンバーター０４９０として表示）
も介してＬＥＤランプのＬＥＤ回路基板０４９１に供給される（なお、本図では典型例で
ある一次電源から電力を供給する例で示したが、バッテリー等から供給する場合も同様で
ある）。このため、既述のようにＬＥＤランプ自体に備えられているＡＣ／ＤＣコンバー
ターと蛍光灯灯具の安定器が重畳的に作用することにより火災事故などを引き起こすおそ
れがあったわけである。
【００５２】
　これに対し、図４（ａ）に示す本発明の装置では、ＬＥＤランプ０４１０は蛍光灯灯具
のソケット０４７０に電気的に接続されることはない。なお、本図では電気的な接続だけ
を線で結んでいるため図には現れないが、本発明の装置でもＬＥＤランプは蛍光灯灯具に
取り付けられる。ただし、これは単にＬＥＤランプが落下しないようにするための支持具
として蛍光灯灯具のソケットを利用するにすぎない。このため、一次電源０４００からコ
ネクター０４３０（本図では、電源コネクターと本体側コネクターを合わせた概念として
表示した）を介して導入された電力は、蛍光灯灯具に備えられた安定器０４８０を介する
ことなく、直接ＬＥＤ照明装置自身が備えるＡＣ／ＤＣコンバーター０４９０を経由して
ＬＥＤランプのＬＥＤ回路基板０４９１に供給される。このため、ＬＥＤランプ自体に備
えられているＡＣ／ＤＣコンバーターと蛍光灯灯具の安定器が重畳的に作用することによ
り火災事故などを引き起こすおそれが回避できることになる。
【００５３】
　　（電源から直接電力をとりつつ蛍光灯灯具に取り付けない方法との比較）
【００５４】
　ところで、安全上の問題に対応するために蛍光灯灯具の安定器を介さずに給電するため
だけであれば、電源から直接電力を導入するだけでよく、単なる支持具としてであっても
必ずしも既設の蛍光灯灯具に取り付ける必要はないといえる。例えば、ＬＥＤランプのた
めの専用灯具に取り付けたり、天井や壁などにＬＥＤランプを直接取り付けたりする方法
でもよいわけである。しかし、このような方法では、ＬＥＤランプのための専用灯具を用
意しなければならない場合には資源の無駄であるし、しかも、それまでの蛍光灯のときの
部屋の雰囲気を維持することができず、違和感が生じてしまう。これではせっかく直管蛍
光灯型のＬＥＤランプを使用する意義が半減してしまい妥当でない。この点、本発明のよ
うに、電源から直接電力をとりつつ既設の直管型蛍光灯灯具のソケットに取り付けること
のできるＬＥＤ照明装置であれば、資源の無駄遣いを防ぎ、それまでの蛍光灯のときの部
屋の雰囲気を維持することができるといった長所を維持した上で、安全上の問題にも対応
できるという優れた効果を発揮することができる。
【００５５】
　<効果>
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【００５６】
　本実施例の発明により、蛍光灯からＬＥＤ照明装置への換装に際し、比較的簡単な工事
で設置することができ、設置費用も安価ですみ、資源の無駄遣いを防ぐこともできること
に加え、それまでの蛍光灯のときの部屋の雰囲気を維持することができるといった長所を
維持した上で、さらに安全上の問題や消費電力の無駄の問題を回避することができるＬＥ
Ｄ照明装置を提供することが可能となる。
【実施例２】
【００５７】
　<概要>
【００５８】
　本実施例のＬＥＤ照明装置は、実施例１のＬＥＤ照明装置と基本的に共通するが、ＬＥ
Ｄランプ部の前記複数のＬＥＤ素子のそれぞれが直管軸方向に並べられるとともに、直管
軸に垂直な方向で隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるように斜めに配置されることを特徴
とするものである。
【００５９】
　<構成>
【００６０】
　　（ＬＥＤランプ部：ＬＥＤ素子）
【００６１】
　図５は、本実施例のＬＥＤランプ部のＬＥＤ素子の配置の一例を示す斜視図である。本
図を用いて、本実施例のＬＥＤランプ部のＬＥＤ素子のそれぞれが直管軸方向に並べられ
るとともに、直管軸に垂直な方向で隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるように斜めに配置
されることの意味およびその具体例について説明する。ＬＥＤランプ部のその余の部分の
構成およびＬＥＤランプ部以外の各部の構成は実施例１で説明したところと同様であるか
ら、ここでは説明を省略する。
【００６２】
　図５（ａ）には、本実施例のＬＥＤランプ部のＬＥＤ素子の配置の一例が示されている
。ここに示されているように、本実施例のＬＥＤランプ部のＬＥＤ素子０５１４（煩雑を
避けるため１個のＬＥＤ素子にのみ符号を付した）は、回路基板０５１５上に複数のもの
が直管軸方向にアレイ状に並べられており、この点は従来のＬＥＤランプにおけるＬＥＤ
素子の並べ方と同様である。ここで、「直管軸方向」とは、図中矢印Ａ－Ａ´で示す方向
、即ち直管型ランプの長手方向をいう。図５（ｂ）は参考までに従来のＬＥＤランプにお
けるＬＥＤ素子の並べ方の典型例を示したものであり、やはりＬＥＤ素子のそれぞれが直
管軸方向にアレイ状に並べられている状態が示されている。
【００６３】
　ただし、本実施例のＬＥＤランプ部では、従来のＬＥＤランプと異なり、直管軸に垂直
な方向で隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるように斜めに配置される。図５（ａ）に即し
て言えば、「直管軸に垂直な方向」は、図中矢印Ｂ－Ｂ´で示す方向であり、この方向で
「隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるように斜めに配置される」とは、この方向を示すラ
イン上（本図で言えば垂直ライン上）において、ある一つのＬＥＤ素子（本図ではＬＥＤ
素子０５１４ａ）が左右に占める幅（本図ではＬ１で示される幅）と、その右隣のＬＥＤ
素子（本図ではＬＥＤ素子０５１４ｂ）が左右に占める幅（本図ではＬ２で示される幅）
が一部重複（本図ではＬ３で示される幅が重複）しており、このため個々のＬＥＤ素子の
向きが、直管軸に対して斜め方向に配置されることをいう。この点で、図５（ｂ）に示す
ように従来のＬＥＤ素子の配置が垂直ライン上で重なることがなく、ＬＥＤ素子が直管軸
に対して平行な向きに配置されているのとは異なる。
【００６４】
　このような配置とすることの目的は、蛍光灯のときの部屋の雰囲気をより一層それまで
と変わらないように維持することにある。この点、図５（ｂ）に示したような従来のＬＥ
Ｄ素子の配置のしかたでは、管体の少なくとも下側部分が透明プラスチック製の場合に、
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各ＬＥＤ素子の間隔が空いているため、ＬＥＤ素子が点々と並んでいる状態に見え、それ
までの蛍光灯のときと比べて違和感が生じてしまう。管体の下側部分を半透明のプラスチ
ック製とすればこのような違和感をなくすことができるが、照明効率を高めるためには管
体の下側部分は透明の方が望ましい。
【００６５】
　そこで、本実施例のＬＥＤ照明装置であれば、隣接するＬＥＤ素子どうしが重なるよう
に配置されるため、管体の下側部分を透明のプラスチック製にした場合であっても、肉眼
ではすべてのＬＥＤ素子がつながって光っているように見えるので、それまでの蛍光灯の
ときと比べて違和感がなくなり、蛍光灯のときの部屋の雰囲気をより一層それまでと変わ
らないように維持することができる。
【００６６】
　なお、図５（ａ）では、各ＬＥＤ素子の平面の形状が略長方形のものである例で示した
が、ＬＥＤ素子の形状はこのようなものに限られず、例えば、略楕円形や長方形以外の略
多角形などであってもよい。これらの場合における「直管軸に垂直な方向で隣接するＬＥ
Ｄ素子どうしが重なるように斜めに配置される」ことの具体的な意味は、上の略長方形の
場合と同様に考えればよく、例えば、ＬＥＤ素子の平面の形状が略楕円形の場合であれば
、隣接するＬＥＤ素子どうしの左右に占める幅が一部重複するとともに、長径および短径
の向きが斜めに傾いていることを意味する。
【００６７】
　<効果>
【００６８】
　本実施例の発明により、管体の下側部分を透明のプラスチック製にした場合であっても
、それまでの蛍光灯のときと比べて違和感がなくなり、蛍光灯のときの部屋の雰囲気をよ
り一層それまでと変わらないように維持することが可能となる。
【実施例３】
【００６９】
　<概要>
【００７０】
　本実施例のＬＥＤ照明装置は、実施例１または実施例２のＬＥＤ照明装置と基本的に共
通するが、エンドキャップ部が互いに独立して回動可能に取り付けられている二つの部材
から構成されていることを特徴とするものである。
【００７１】
　<構成>
【００７２】
　　（エンドキャップ部）
【００７３】
　図６は、本実施例のＬＥＤランプ照明装置のエンドキャップ部の形状の一例を示す図で
あって、当該エンドキャップ部が、互いに独立して回動可能に取り付けられている二つの
部材から構成されていることを示したものである。このうち、図６（ａ）は、かかるエン
ドキャップ部の斜視図であって、一対のエンドキャップ部のうちの一方のエンドキャップ
部０６２０ａを示したものである（他方のエンドキャップ部はこれと左右対称に現れるた
め図示を省略した）。この図の例では、当該エンドキャップ部０６２０ａは、ＬＥＤラン
プ０６１０とほぼ同一の管径を有する円筒形状の部材（便宜上「円筒形状部材」と呼ぶ）
０６２４と、当該円筒形状部材の外側（蛍光灯灯具のソケット側）に配置されるエンドキ
ャップ部とほぼ同径の円盤形状の部材（便宜上「円盤形状部材」と呼ぶ）０６２５とから
なる。円盤状部材の外側の面（蛍光灯灯具のソケット側の面）には本発明のＬＥＤ照明装
置を直管型蛍光灯灯具に取り付けるための支持ピン０６２２が備えられる。円筒形状部材
と円盤形状部材は互いに独立して回動可能に取り付けられる。本図の例では、両部材が、
それぞれの中央部分に穿たれた小孔（本図には現れない）を貫通するリベット０６９１（
本図ではリベットの頭頂部が現れている）によって互いに独立して回動可能なように半固
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定されている。
【００７４】
　図６（ｂ）は、図６（ａ）のＡ－Ａ線断面図であり、円筒形状部材０６２５と円盤形状
部材０６２６（ともに右上がり斜線で示す）が、それぞれの中央部分に穿たれた小孔０６
２５ａ、０６２６ａを貫通するリベット０６９１（左上がり斜線で示す）によって互いに
独立して回動可能なように半固定されている状態を示したものである。
【００７５】
　なお、リベットはハトメ形状のものであってもよい。また、円筒形状部材と円盤形状部
材のそれぞれの対向面のうち一方に雄ねじが形成され、他方に雌ねじが形成されて、これ
らが人の手で容易に回動させることができる程度に緩やかに嵌合させられているものであ
ってもよい。さらに、円筒形状部材と円盤形状部材の取り付け部分の構造はこれらに限ら
れることなく、要するに、両部材が互いに脱落することなく、互いに容易に回動可能に取
り付けられる構造であれば、どのようなものであってもよい。
【００７６】
　かかる構成によれば、ＬＥＤ照明装置を既設の蛍光灯灯具に設置する際に、ＬＥＤラン
プ部の向きをＬＥＤ素子が所望の照明方向に向くように保ったまま、エンドキャップ部の
円盤形状部材の向きだけを蛍光灯灯具のソケットに合わせる動作を容易に行うことができ
るため、ＬＥＤ照明装置の取付け作業を簡単に行うことができる。
【００７７】
　さらに、図６（ｂ）の例にも示されているように、円筒形状部材と円盤形状部材のそれ
ぞれの対向する面に、互いにぴったりと噛み合う面を有する二つの略円盤状の部材０６２
７を固定的に取り付けてもよい。当該部材が互いにぴったりと噛み合う面の具体的な形状
としては、例えば、放射状に配置された波形形状や、円周上に配置されたディンプル形状
のものなどが考えられる（図６（ｂ）に示したものは前者の例である）。また、それぞれ
の部材を円筒形状部材と円盤形状部材に固定するための接着などがしやすいように、固定
面（当該部材の互いに噛み合う面とは反対側の面）は平らにしてもよい。
【００７８】
　この場合、二つの略円盤状の部材の面の形状はほぼ同一の形状に形成される。このよう
な部材を円筒形状部材と円盤形状部材のそれぞれに固定的に取り付けることにより、円筒
形状部材と円盤形状部材が、単に互いに独立して回動可能となるだけでなく、蛍光灯灯具
に取り付けた状態でエンドキャップ部の円筒形状部材およびこれに固定されたＬＥＤラン
プ部を回動させて任意の位置（角度）に保つことが可能となる。
【００７９】
　かかる構成によれば、ＬＥＤランプ部に配置されているＬＥＤ素子を任意の方向にむけ
ることが可能となる。即ち、ＬＥＤ素子は発光の方向にある程度の指向性を有している。
このＬＥＤ素子は、例えば、二列のアレイを形成するように配置され、それぞれのアレイ
は垂直軸を挟んで斜め外側の方向（例えば４５度の方向）に向けて発光するように配置さ
れる。そうするとＬＥＤランプの真下部分はＬＥＤ素子からの光が直接向けられず、相対
的に暗い状態となる。そこで、上記構成を利用してＬＥＤランプを回動させて、一方のア
レイが真下方向を照らすような位置に保てば、真下を明るく照らすことが可能となる。こ
の例のように、ＬＥＤ素子が任意の方向に向くようにＬＥＤランプを回動させることで、
部屋の任意の方向を明るく照らすことが可能となる。
【００８０】
　図６（ｃ）は、略円盤状の部材０６２７の形状の一例であって、図６（ｂ）の例と同様
の放射状に配置された点対称の波形形状の一例を示したものである。本図に示す部材も、
固定面（本図には現れない）は平らに形成されている例である。本図の例では、２４個の
波形が形成されているため、円筒形状部材側に固定された当該部材を回動させながら１５
度ごとの任意の角度で、円盤形状部材側の部材にぴったりと噛み合わせつつ固定すること
が可能となっている。このため、すべての波形が等角度でかつ同一の形状であることが望
ましい。
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【００８１】
　<効果>
【００８２】
　本実施例の発明により、ＬＥＤ照明装置を既設の蛍光灯灯具に設置する際に、ＬＥＤラ
ンプ部の向きをＬＥＤ素子が所望の照明方向に向くように保ったまま、エンドキャップ部
の円盤形状部材の向きだけを蛍光灯灯具のソケットに合わせる動作を容易に行うことがで
きるため、ＬＥＤ照明装置の取付け作業を簡単に行うことが可能となる。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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